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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
立
大
学
法
人
へ
の
文
部
科
学
省
職
員
の
派
遣
お
よ
び
出
向
等
の
状
況
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
文
部
科
学
省
職
員
の
身
分
を
有
す
る
者
」
、
「
か
つ
て
文
部
科
学
省
職
員
の
身
分
を
有
し
て
い
た
者
」
、
「
派

遣
」
及
び
「
教
育
職
、
研
究
職
、
事
務
職
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
文
部
科
学

省
か
ら
国
立
大
学
法
人
へ
の
出
向
は
、
国
立
大
学
協
会
の
平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
付
け
「
国
立
大
学
法
人
の
幹
部
職
員

の
人
事
交
流
に
つ
い
て
（
申
合
せ
）
」
を
踏
ま
え
、
任
命
権
を
有
す
る
国
立
大
学
法
人
の
学
長
か
ら
の
要
請
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
お
り
、
同
省
か
ら
推
薦
さ
れ
た
職
員
を
実
際
に
採
用
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
採
用
し
た
者
を
学
内
で
ど
の
よ
う
に

活
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
学
長
が
判
断
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
同
省
か
ら
の
出
向
者
は
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
の
理
事
で
あ
る
「
役
員
」
又
は
同
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
の
「
職
員
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
学
長
の
指
揮

監
督
の
下
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
か
ら
、
同
省
か
ら
の
出
向
に
よ
っ
て
お
尋
ね
の
「
国
立
大
学
の
自
主
性
」
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一



同
省
職
員
の
国
立
大
学
法
人
へ
の
出
向
は
、
同
省
に
お
け
る
業
務
を
通
じ
て
得
た
知
見
を
学
長
の
意
向
に
沿
っ
て
大
学
改

革
や
機
能
強
化
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、国
立
大
学
法
人
で
の
業
務
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
現
場
感
覚
を
養
い
、

そ
の
後
の
同
省
で
の
業
務
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の「
一
の
勤
務
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
」の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

当
該
「
役
員
」
に
つ
い
て
は
国
立
大
学
法
人
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
「
職
員
」
に
つ
い
て
は
同
法
第

三
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
の
学

長
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

国
立
大
学
法
人
の
学
長
の
要
請
に
基
づ
き
同
省
か
ら
当
該
国
立
大
学
法
人
へ
出
向
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
現
在
、

当
該
「
役
員
」
又
は
「
職
員
」
と
し
て
、
当
該
要
請
に
お
い
て
遂
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
職
務
を
引
き
続
き
遂
行
し
て

い
る
者
は
、
二
百
七
十
六
名
で
あ
る
。

二


